
民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時  令和元年１２月５日(木) 

午前１０時 

場 所  第２委員会室 

         

～審査内容～ 

 

１ 議案第８７号 令和元年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算 

（第１回）について（国保） 

 

２ 議案第８９号 令和元年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予 

算（第１回）について（国保） 

 

３ 議案第８８号 令和元年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第２

回）について（高齢） 

 

４ 議案第９５号 山陽小野田市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について（市民） 

 

５ 議案第９６号 山陽小野田市障害福祉サービス事業所条例の一部を改正す 

る条例の制定について（障害） 

 

６ 議案第９２号 令和元年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第１回）

について（病院） 

 

７ 所管事務調査 病院事業報告について（病院） 

 



                             議案第９６号 

委員会説明資料 

○障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律（抜粋）  

（障害者総合支援法）  

第五条  この法律において、「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重  

度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、  

重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就  

労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、  

「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービスその他の厚生労働  

省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービスを行う事  

業をいう。  

２～１７  略  

１８  この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支  

援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及  

び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及  

び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相  

談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援  

事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をい  

う。  

１９～２８  略  
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                             議案第９６号 

委員会説明資料 

 

○児童福祉法（抜粋）  

第六条の二の二  この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医  

療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援  

及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所  

支援を行う事業をいう。  

２～６  略  

７  この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障  

害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害  

児相談支援を行う事業をいう。  

８～９  略  












